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全 員 協 議 会 資 料 

令和４年 ( 2 0 2 2 ) ６月２８日 

市 民 文 化 部 文 化 ス ポ ー ツ 課 

 

 

出雲文化伝承館食堂物販施設（旧そば縁）の出店者応募状況について 
 

 

 出雲市浜町地内の出雲文化伝承館食堂物販施設（旧そば縁）の出店者応募状況について、次

のとおり報告します。 

 

1. これまでの経過（令和４年度以降） 

月 日 項 目 結果など 

4月 11日 募集要項交付開始 

【広報】 

・市 HP、SNS、広報いずも５月号 

・市内商工団体への周知依頼 

5月 10日 現地（店舗）見学会 参加者あり 

5月 16日 質問書 提出期限 提出なし 

6月 7日 応募書類の提出期限 提出なし 

 

 

2. 募集結果 

今回の募集に対し、応募はありませんでした。 

 

 

3. 今後の対応 

(1) 再募集について 

現地見学会への参加事業者や商工団体などから応募に至らなかった理由を聞き取り、

応募資格など条件の再検討を行い、再度出店者の募集を行います。 

 

     

(2) 今後スケジュール(案) 

時期等 項目 

6月 聞き取り調査・条件の再検討 

7月上旬 再募集 開始 

8月下旬 審査委員会 

9月 審査結果について市議会へ報告 

※ 聞取り調査の内容・検討状況によっては、スケジュールを変

更する場合があります。 
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【参考資料】 
 

今回の募集要項の概要 

 

項 目 内  容 

方 法 公募型プロポーザル方式 

最低予定 

価  格 
【有り】 3,966,960円／年（330,580円／月） 

保 証 金 【有り】 施設使用料（決定額）の 5ヶ月分 

応募資格 

① 本店又は主たる事業所の所在地が出雲市である法人等 

② 施設を利活用し伝承館の活性化に資する提案をもち、かつ提案を

確実に実行できる資金計画を持った法人等 

使用条件 

① 使用許可の期間は令和 6年 3月 31日までとする。更新も可能とす

る。（3年間） 

② 対象財産は現状での使用許可とする。 

（原則、修繕は行わない。） 

要望事項 

① 店内にて物品販売を行うこと。 

② 新規職員を雇用する際には、地元雇用に配慮すること。 

③ 出雲文化伝承館への観光客等の誘致に努め、伝承館の運営、イベ

ント開催等を通じこれに協力すること。 

 

（周知方法） 

 出雲市ホームページ、フェイスブック、ツイッターへの掲載 

 広報いずも５月号（４月２０日発行）への記事掲載 

 出雲及び平田商工会議所、出雲及び斐川町商工会、問い合わせのあった事業者への情報

提供 

※商工会議所及び商工会については、会員に向けメールにて情報提供を依頼 

 

 


